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令和 7 年事業報告  

モルック体験会  
 

2/28 
 

＼モルックとは？／  

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ発の人気スポーツ。木製のピン

を倒して点数を競います。1 本倒すとピ

ンに書かれた数字が 2 本以上倒すと倒

した本数が得点に。先に 50 点取ったら

勝ち！50 点を超えると 25 点へ逆戻り！  
 

【地域振興部】 

・みささこども園交流 ひまわり種まき[5月19日] ちまき作り[5月30日] ひまわり植栽[7月7日] 

菜の花種まき[11月7日] 

・議会懇談会〔5月26日〕 

・三朝小学校2年生親子会〔10月19日〕 

・スマホ講習会〔11月5日・26日〕 

・国県土木合同要望活動〔12月1日提出〕 

・三朝キュリー公園桜ライトアップ設置(3月31日～開花期間)・イルミネーション電飾設置(12月1日～) 

・県道歩道除雪ボランティア活動 

・各種事業への参加協力：花湯まつり陣所(ｼﾞﾝｼｮ)、キュリー祭 

・Instagramによる情報発信 

【公民館部】 

・防災学習会 [3月19日] 

・GG大会春〔4月29日〕交流[9月22日]秋〔11月16日〕 

・料理楽校 [6月29日]  

・かじかの池周辺草刈り作業[７月6日] 

・みんなでレクリエーション[７月13日] 

・秋季大運動会[9月7日] 

・温泉芋煮会[11月9日] 

・モルック体験会[11回] 

【福祉厚生部】 

三朝温泉の玄関口にあたる『三朝キュリー公園』とその周辺の景観を整備し 

道行く人に楽しんでもらえるよう年間を通じ花の植栽、除草を行っています。 

・三朝キュリー公園と周辺の草刈り作業〔5月18日〕〔7月6日〕〔10月12日〕 

・三朝キュリー公園月1作業Ｄay〔3月～11月〕 

その他、陽花ツツジ剪定・夏場の水やり作業・県道沿い歩道除草剤散布等 

・花いっぱい事業(花苗等の配布)〔6月・11月〕 

・夏の一斉清掃 〔7月 20日〕 

議会懇談会 みささこども園交流 

みんなでレクリエーション 

花湯まつり 

草刈り作業 
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MOLKKY●●

秋季大運動会 

グラウンドゴルフ交流大会 

花いっぱい運動 

午前 10時～11時半 

場所：町総合スポーツセンター 

(トレーニングルーム)     

    ※参加賞あり 

参加費：無 料 

 

モルック体験会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★公民館の利用は、事前申込が必要です。電話 (留守電有 )・FAX・Eメール・来館で受け付けています。お

名前と連絡先を必ずお知らせください。利用時間は、昼間・夜間 (22時まで)の利用もできます。 

■お急ぎの場合は、役場企画課 (電話43-3506)までお願いします。 

★利用後は、後片付けをきちんとして下さい。ゴミは、お持ち帰って下さい。 

★事務局員滞在時間は、毎週月曜日～金曜日  午前 9：00～午後 1：00 

★電話 4 3-5201（FAX 兼用）  

★メール :  misasamurakyougikai@gmail.com    

みささ村公民館  場所：三朝町山田 608（スポーツセンター入り口向い） 
 

みささ村地域協議会定期総会の開催 

●日 時  ２月8日(日) 午後３時00分～ 

●場 所  みささ村公民館 三朝町山田608  

●日 程  定期総会・各部会(地域振興部／公民

館部／福祉厚生部) 

※各役員さんへは案内文書を郵送しています。 

 

こちらのQRからアクセス⇒ 

 

 

 

※ 災害に伴う人権問題について考えてみましょう 

■ 震災等の大規模災害には、人権への配慮が特に重要になります。2024年 1月 1日に発生した能登半

島地震では、避難所等でのプライバシーの確保や女性、妊婦、高齢者、子ども、障害者等への配慮など様々

な人権課題が改めて明らかになりました。 

① 避難所では様々な人権に配慮しましょう。 

  ・ 避難所では、様々な人との共同生活となるため、一人一人が互いに配慮をすることが大切です。 

  （例）  ・ 性別等に配慮したスペースの確保 

・ 子ども、高齢者、障害のある人、外国人等に配慮した情報伝達 

・ 男女共同参画の視点での運営 

② インターネット上のデマ情報に注意しましょう。 

  ・ 災害等の発生時に、「被災地で外国人による犯罪が横行している」等のデマ情報が確認されていま

す。不確かな情報に基づいて他人を不当に扱ったり、偏見や差別を助長するような情報を発信したりする行

為は、人権侵害に当たります。また、避難や復興の妨げにもなりかねません。 

③ 風評被害やいじめをなくそう 

  ・ 東日本大震災では、原子力発電所の事故に伴い、被災地の農産物等が風評被害を受けたり、被害者

が避難先で心無い対応を受けたりすることなどが問題となりました。これらは被害者の方々の尊厳を傷つけ

るものです。被災地からの避難者に対しても、思いやりをもって行動しましょう。 

 

 

 地域防災士 :Ｔ．Ｔ 

．Ｔ 

防災学習会 3/8 日 

【内容】 

①9：30-9：50 

田渕忠昭  防災士の講話  
～鳥取県の地震について～ 

②10：00-12：00  

鳥取県建築士会女性委員会  

「災害図上訓練DIG
ディグ

」  
街の構造、避難場所、危険が予測される所を地図

に書き込んでいく、地図上で行う避難訓練です。 

③12：00-13：00 

「非常食試食体験！」 
・非常食用意していますか？ 

・食べたことありますか？ 

・5年保存水、飲んだことありますか？ 

・ポリ袋で簡単にカレー作れます！ 

※都合により内容を変更する場合があります。ご家族やご近所の方を誘って参加ください！途中参加も大歓迎！ 

 

 

自分と大切な人を守るために、災害発生時にこの町がどうなる

かを知り、知識を備えましょう。 

 

mailto:misasamurakyougikai@gmail.com

